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報告事項２ 国登録有形文化財（建造物）の答申について 

 

 

国登録有形文化財（建造物）の登録について、平成 29 年 11 月 17 日に文化庁文化

審議会から文部科学大臣に答申があった。 

今回の答申により、市内では３件目の国登録文化財となる見込みである。 

 なお、今回は文化庁文化審議会から文部科学大臣への答申であり、登録は今後の

官報告示をもってなされるものである。 

 

○国登録有形文化財（建造物）の登録 

 

 


